
 

第４６ １回役員会議事要 録 

日 時  令和 3 年７月１３日（火）1３時３０分 

場 所  学長室 

出席者  野田学長，岩山研究・人事担当理事，野地教育・学生担当理事， 

杉浦連携・附属学校担当理事，新津総務・財務担当理事，東大学経営担当理事 

オブザーバー   中川監事，岡田監事 

陪席者  総務・企画部長，財務・学術部長，学務部長 

総務課長，総務課副課長，情報企画室長 

議 長  野田学長 

開 会  １３時３０分 

 議事に先立ち，学長から第４５９回役員会議事要録の確認があった。 

 続いて，学長から，議事について，議題の前に報告１を行う旨説明があった。 

報 告 

１．国立大学法人愛知教育大学サーバーセキュリティ対策等基本計画の中間報告について 

  新津理事から資料に基づき，計画の進捗状況について報告があり，これを了承した。 

議 題 

１．大学教育職員の採用について 

  学長から提議され，岩山理事より令和３年度第１１８回教授会（６月 23 日開催）で教育

研究業績が適格であることが確認された大学教育職員（心理講座１名，教育ガバナンス講座

１名）の採用について，当日提示資料に基づき説明があり，これを承認した。 

２．任期付大学教育職員について 

  学長から提議され，岩山理事より現在任期付で雇用している大学教育職員について資料に

基づき説明があり，任期満了後の処遇について種々議論の結果，以下の対応とすることでこ

れを承認した。 

１）任期付き教員５名は，令和４年４月から任期の定めのない雇用に移行する。 

なお，教職キャリアセンター所属の２名の所属先は，予算要求の都合により保留と

する。 

２）シニア特別教員４名は，６３歳までの雇用で一旦区切りを付け，最長６５歳までの

任期付きで雇用する。 

  ３）附属高校校長は，最長６５歳までの任期付きで雇用する。 

    なお，附属特別支援学校栄養教諭を任期の定めのない雇用に変更するか否かについ

ては，杉浦理事から附属特別支援学校長に意見を求めることとし，次回以降の役員会

にて判断することとした。 

報 告 

１．次回の開催日時について 

学長から，次のとおり開催する旨報告があった。 

次回 第 4６２回 役員会 令和 3 年７月２７日（火）1３時３0 分 

閉 会 １４時１７分 

以 上 


